
八王子市情報公開・個人情報保護審査会 

提出資料閲覧・複写事務取扱要綱 

  

第１ 趣旨 

この要綱は、八王子市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成8年八王子市条

例第7号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、審査請求人及び参加人

が、実施機関に対し、八王子市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」と

いう。）に提出された反論書若しくは意見書若しくは証拠書類若しくは証拠物又は

決定の理由となる事実を証する書類その他の物件（以下「提出資料」という。）の

閲覧若しくは複写を求めた場合における事務の取扱いに関し、必要な事項を定める。 

第２ 提出資料の閲覧等 

１ 実施機関は、条例第７条第１項の規定に基づき提出資料の閲覧又は複写を請求し

ようとする者（以下「請求者」という。）に対し、審査会提出資料閲覧・複写請求

書（第１号様式。以下「閲覧・複写請求書」という。）の提出を求める。 

２ 実施機関は、前項の規定により閲覧・複写請求書が提出されたときは、請求者が

閲覧等を請求することができる者であるかどうかを確認し、請求権がないことが判

明した場合は、審査会提出資料閲覧・複写請求却下通知書（第２号様式）により当

該請求を却下する。 

３ 実施機関は、閲覧又は複写の可否を決定した場合は、審査会提出資料閲覧・複写

可否決定通知書（第３号様式）により、速やかに請求者に通知する。 

第３ 費用 

提出資料の閲覧又は複写をする場合における当該閲覧又は複写に要する費用は、

徴収しない。 

附 則 

この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第２関係） 

年  月  日 

 

審査会提出資料閲覧・複写請求書 

 

        殿 

 

                         住  所 

                     請求者 氏  名 

                         電話番号 

 
法人その他の団体にあっては、事務所又は 

事業所の所在地、名称及び代表者の氏名 
 

 

八王子市情報公開・個人情報保護審査会提出資料閲覧・複写事務取扱要綱第２第１

項の規定に基づき、次のとおり提出資料の閲覧・複写を請求します。 

 

請 求 す る 提 出 資 料 

 

の 件 名 又 は 内 容 

 

閲 覧 ・ 複 写 の 区 分 

（⑴から⑶までのうち、 

該 当 す る も の を １ つ 

○で囲んでください。） 

⑴ 閲覧 

 

 

⑵ 複写 

 

 

⑶ 閲覧した後に必要なものだけ複写 

   



第２号様式（第２関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

審査会提出資料閲覧・複写請求却下通知書 

 

 

        様 

 

㊞ 

 

 

    年  月  日付でありました審査会提出資料閲覧・複写請求については、

次の理由により、請求を却下することとしましたので通知します。 

なお、この決定に不服がある場合には、裏面のとおり審査請求及び処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

請 求 す る 提 出 資 料 

 

の 件 名 又 は 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

却下の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 

 

 

 

 



第２号様式（裏） 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。 

２ この決定については、この決定（１の審査請求をした場合は、裁決）があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、八王子市を被告として、処分

の取消しの訴えを提起することができます。 

３ １の場合において、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査

請求をすることはできません。 

４ ２の場合において、この決定（１の審査請求をした場合は、裁決）の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはでき

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第２関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

審査会提出資料閲覧・複写可否決定通知書 

 

 

        様 

 

㊞ 

 

 

    年  月  日付でありました審査会提出資料閲覧・複写請求について、

次のとおり決定しましたので通知します。 

なお、この決定に不服がある場合には、裏面のとおり審査請求及び処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

 

決 定 の 内 容 □ 可   □ 一部不可   □ 不可 

請 求 す る 提 出 資 料 

 

の 件 名 又 は 内 容 

 

閲 覧 又 は 複 写 の 

 

日 時 及 び 場 所 

日 時   年  月  日      時  分 

場 所  

一 部 不 可 又 は 

不 可 の 理 由 
 

担 当 課  

 

注 この通知書を持参の上、指定の日時においでください。指定された日時においで

になれない場合は、事前にその旨を電話等で担当課まで連絡してください。 

 

午前 
午後 



第３号様式（裏） 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。 

２ この決定については、この決定（１の審査請求をした場合は、裁決）があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、八王子市を被告として、処分

の取消しの訴えを提起することができます。 

３ １の場合において、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査

請求をすることはできません。 

４ ２の場合において、この決定（１の審査請求をした場合は、裁決）の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはでき

ません。 

 


